
平成２５年度 第１回京都市上下水道事業経営審議委員会 

 次     第 
 
開 催 日  平成２５年９月１０日（火） 
開催時間  午後５時００分～午後７時（終了予定） 
開催場所  ホテル京阪京都 ３階「菊の間」 
 
１ 開会 
（１）京都市あいさつ 
（２）委員及び上下水道局出席者の紹介  
（３）委員会設置要綱について 
（４）委員長・副委員長の選任 
（５）委員長あいさつ 
（６）会議の公開について 
 

２ 京都市の上下水道事業について  
（１）上下水道事業の概要について 
（２）上下水道事業の経営課題について 
（３）経営計画について 
（４）経営状況について 
（５）料金改定について 
（６）個別の課題について 
 

３ 審 議 

（１）平成 25 年度の審議に係る検討項目の整理 

（２）委員間での意見交換  

 

４ 今後の予定 

 

５ 閉 会 
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平成 25 年度 第 1 回京都市上下水道事業経営審議委員会出席者名簿 

 

◆ 審議委員会委員 

(五十音順，敬称略) 

   

◆ 京都市 

京都市公営企業管理者上下水道局長 水田 雅博 

〃 上下水道局次長 谷口 義隆 

〃    技術長 出口 勝德 

〃    総務部長 向畑 秀樹 

〃    総務部経営・防災担当部長 小田 久人 

〃    技術監理室長 三上 昌行 

〃    水道部長 山本 貴文 

〃    下水道部長 土居 通治 

 

 

◇ 事務局 

   上下水道局総務部経営企画課 

氏名 役職等 出欠 

植田
う え だ

 智史
さ と し

 市民公募委員 出席 

奥原
おくはら

 恒
つね

興
おき

 京都商工会議所専務理事 出席 

神子
か み こ

 直之
なおゆき

 
立命館大学教授（環境システム工学

科） 
出席 

小林
こばやし

 由香
ゆ か

 税理士 出席 

田村
た む ら

 直子
な お こ

 市民公募委員 出席 

中嶋
なかじま

 節子
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京都大学准教授（大学院人間・環境

学研究科） 
出席 

水谷
みずたに

 文
ふみ

俊
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 神戸大学教授（大学院経営学研究科） 出席 

村上
むらかみ

 祐子
ゆ う こ

 
株式会社京都放送取締役・ラジオ編

成制作局長 
出席 

安田
や す だ

 桂子
け い こ

 京都市地域女性連合会常任委員 出席 
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（五十音順，敬称略）
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○ 関連する規定等について 

 

① 京都市市民参加推進条例（抄） 

（審議会等の会議の公開） 

第７条 審議会その他の附属機関及びこれに類する合議体（以下「審議会等」という。）の

会議は，公開しなければならない。ただし，会議を公開することにより非公開情報（京

都市情報公開条例第７条に規定する非公開情報をいう。以下同じ。）が公になる場合その

他別に定める場合は，この限りでない。 

２ 審議会等の会議を招集する者は，当該会議の期日までに相当な期間を置いて，当該会

議について，開催する日時及び場所，議題，傍聴の可否その他必要と認める事項を公表

しなければならない。ただし，緊急を要するとき，又はこれらの事項を公表することに

より非公開情報が公になるときは，この限りでない。 

３ 第１項の規定により公開した会議については，会議録を作成し，これを公表しなけれ

ばならない。 

 

② 京都市市民参加推進条例施行規則（抄） 

（審議会等の会議を非公開とする場合） 

第３条 市民参加推進条例第７条第１項ただし書に規定する別に定める場合は，条例の規

定により審議会等の会議が非公開とされている場合とする。 

２ 市長等は，市民参加推進条例第７条第１項ただし書の規定により審議会等の会議を非

公開にしようとするときは，その理由を明らかにしなければならない。 

 

③ 京都市情報公開条例（抄） 

(公文書の公開義務) 

第７条 実施機関は，公開請求があったときは，公開請求に係る公文書に次の各号のいず

れかに該当する情報(以下「非公開情報」という。)が記録されている場合を除き，請求

者に対し，当該公文書を公開しなければならない。 

  個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって，個

人が識別され，又は識別され得るもののうち，通常他人に知られたくないと認められ

るもの。ただし，人の生命，身体，健康，生活又は財産を保護するため，公にするこ

とが必要であると認められる情報を除く。 

  法人(本市，国，他の地方公共団体，独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情

報の公開に関する法律第 2 条第 1 項に規定する独立行政法人等をいう。)及び地方独立

行政法人並びにこれらに準じる団体(以下「本市等」という。)を除く。)その他の団体

(以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報

であって，公にすることにより当該法人等又は当該個人の競争上又は事業活動上の地

位その他正当な利益を明らかに害すると認められるもの。ただし，次のいずれかに該
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当する情報を除く。 

ア 事業活動によって生じ，又は生じるおそれのある危害から人の生命，身体又は健

康を保護するため，公にすることが必要であると認められる情報 

イ 違法又は不当な事業活動によって生じ，又は生じるおそれのある支障から人の生

活又は財産を保護するため，公にすることが必要であると認められる情報 

  法人等又は個人が，実施機関の要請を受けて，公にしないとの条件で任意に提供し

た情報であって，法人等又は個人における通例として公にしないこととされているも

のその他の当該条件を付することが当該情報の性質，当時の状況等に照らして合理的

であると認められるもの。ただし，次のいずれかに該当する情報を除く。 

ア 事業活動又は行為によって生じ，又は生じるおそれのある危害から人の生命，身

体又は健康を保護するため，公にすることが必要であると認められる情報 

イ 違法又は不当な事業活動又は行為によって生じ，又は生じるおそれのある支障か

ら人の生活又は財産を保護するため，公にすることが必要であると認められる情報 

  公にすることにより，人の生命，身体，財産等の保護，犯罪の予防及び捜査その他

の公共の安全と秩序の維持に支障が生じるおそれのある情報 

  本市等又はその相互間における審議，検討又は協議に関する情報であって，公にす

ることにより，率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそ

れ，不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え，若

しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの 

  本市等が行う事務又は事業に関する情報であって，公にすることにより，次に掲げ

るおそれその他当該事務又は事業の性質上，当該事務又は事業の適正な遂行に支障を

及ぼすおそれがあるもの 

ア 監査，検査，取締り又は試験に係る事務に関し，正確な事実の把握を困難にする

おそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし，若しくはその発見を困難にするお

それ 

イ 契約，交渉又は争訟に係る事務に関し，本市等の財産上の利益又は当事者として

の地位を不当に害するおそれ 

ウ 調査研究に係る事務に関し，その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ 

エ 人事管理に係る事務に関し，公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ 

オ 本市，国若しくは他の地方公共団体が経営する企業又は独立行政法人等，地方独

立行政法人その他の本市，国及び他の地方公共団体に準じる団体に係る事業に関し，

その企業経営上の正当な利益を害するおそれ 

  法令(条例を含む。以下同じ。)の規定により明らかに公開することができないとさ

れている情報又は法律若しくはこれに基づく政令に基づき国の行政機関等から公開し

てはならない旨の個別的かつ具体的な指示(地方自治法第245条第1号ヘに掲げる指示

その他これに類する行為をいう。)がある情報 


